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第４章 施策の展開 

 

１ 新制度の全体像 

 子ども・子育て支援新制度は、すべての子どもたちの健やかな成長を保障することを主

眼とし、幼児教育・保育の量的拡大や質の向上、地域の子ども・子育て支援の充実などを

進めていくものです。 

 

２ 新制度の事業体系 

 幼児期の学校教育と、保育の必要性のある子供への保育について、幼稚園・保育所・認

定こども園・小規模保育等の施設を利用した場合に給付対象となります。 

 給付費が確実に子育て支援に使われるようにするため、保護者への直接的な給付では

なく、各施設等が代理で給付を受け、保護者は施設からサービスを受ける仕組み（法定代

理受領）となります。給付は「施設型給付」と「地域型保育給付」に分かれます。 

 

（１）子どものための教育・保育給付 

ア 施設型給付 

 施設型給付の対象事業は、「認定こども園」、「幼稚園」、「認可保育所」等の教育・

保育施設です。市町村が事業者に対して施設型給付費を支給することになります。 

 ただし、施設型給付は、次の２つの給付構成が基本となっています。 

① 満３歳以上児に対する標準的な教育時間及び保護者の就労時間等に応じた保育

に対応する給付 

② 満３歳未満児の保護者の就労時間等に応じた保育に対応する給付 

イ 地域型保育給付 

 新制度では、定員が19人以下の保育事業について、市町村による認可事業（地域型

保育事業）として、地域型保育給付の対象となります。 

 地域型保育給付の対象事業は、「小規模保育事業」、「家庭的保育事業」、「居宅訪問

型保育事業」、「事業所内保育事業」の４種類から構成されます。 

地域型保育事業の構成 
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（２）地域子ども・子育て支援事業 

 地域子ども・子育て支援事業は、市町村が地域の子ども・子育て家庭の実情に応じて

実施する事業です。本市では、独自の施策も合わせて展開し、地域子ども・子育て支援

事業として地域の課題解決のために必要なサービスを整備していきます。 

 

（３）保育の必要性の認定について 

 子ども・子育て支援法では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づき、保

育の必要性を認定したうえで給付する仕組みとなっています。 

ア 認定区分 

 認定は、次の１～３号の区分で行われます。 

認定区分 対象者 対象施設 

１号認定 

満３歳以上の学校教育のみの就学前の子ども 

（保育の必要性なし） 

幼稚園 

認定こども園 

２号認定 

満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就

学前の子ども（保育を必要とする子ども） 

保育所 

認定こども園 

３号認定 

満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就

学前の子ども（保育を必要とする子ども） 

保育所 

認定こども園 

特定地域型保育事業 

 

イ 認定基準 

 保育の必要性の認定（２号、３号の保育の必要性の認定を受ける子ども）にあって

は、以下の３点について基準を策定します。 

事  由 

①就労 

フルタイムのほか、パートタイムなどの就労 

②就労以外の事由 

妊娠中又は出産後、保護者の疾病・障がい、親族の介護、災害復旧、

求職活動、就学、児童虐待、ＤＶ等、またそれらに類するものとし

て市長が認める事由 

区  分 

①保育標準時間（主にフルタイムの就労を想定した長時間利用） 

１日11時間までの保育利用 

②保育短時間（主にパートタイムの就労を想定した短時間利用） 

１日８時間までの保育利用 

※ 就労の下限時間は１月において64時間以上の労働とします 

優先利用 

 ひとり親家庭、児童虐待又は保護者がＤＶを受ける恐れがあるケー

スの子ども、保育所で勤務する保育士等の子ども等 
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３ 教育・保育提供区域の設定 

 子ども・子育て支援法に基づく国の基本指針では、「市町村は、地理的条件、人口、

交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するた

めの施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、地域の実情に応じて、保護者

や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域（以下「教育・保育提供区域」と

いう。）を定める必要がある。」としています。 

 本市においては、旧大滝村との飛び地合併により大滝区を設定していますが、教育・

保育提供区域ごとに定める必要定員総数が今後の施設・事業整備量の指標となること、

人口規模の相違や出生数の推移、人口の変動を考慮し、一体的な施設・事業整備が必要

と判断し、行政区１圏域を教育・保育提供区域と設定します。 

 

４ 施設型給付（法定給付） 

（１）幼稚園 

 学校教育法に基づく教育機関で、保護者の就労状況にかかわらず３歳から入園でき

ます。預かり保育を行っている園もあります。 

区 分 

推 計 値（各年度４月１日時点） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

①利用者推計総数 

（量の見込み） 

３１９人 

(３３７人) 

３１０人 

(３１５人)

３０２人 

(３１４人) 

１０３人 １０９人 

②確保提供総数 

（定員数） 

３５５人 

(３５５人) 

３５５人 

(３５５人)

３５５人 

(３５５人) 

１４０人 １４０人 

差引（②－①） 

３６人 

(１８人) 

４５人 

(４０人)

５３人 

(４１人) 

３７人 ３１人 

※平成27～29年度の（ ）書きは実績値 

【現状と今後の方向性】 

 平成29年４月現在、本市には私立２園の幼稚園があり、うち１園は、平成30年度に

幼稚園型認定こども園への移行を予定しています。また、残り１園については、今後、

施設給付型の幼稚園や認定こども園への移行を予定しています。 

 今後の利用者推計総数の推移をみると、少子化の影響から減少傾向に向かってお

り、確保提供総数を大幅に下回る見込みとなっています。また、「子ども・子育て支

援事業計画ニーズ調査」では、障がいを持っている児童の受入を希望する保護者が多

いことから、障がい児の受入について、事業者と協議を進め受入体制の強化を検討す

る必要があります。 

○ 障がい児受入体制強化を検討する 

○ 保護者ニーズを的確に捉え、園児の確保に努める 
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（２）認可保育所等 

 保護者の就労や病気などで、家庭で子どもをみることができない場合に、保護者の代

わりに保育する施設です。前出のとおり、平成27年度の出生数がこれまでの減少傾向と

は異なり、前年度比で54人多いことから、平成27年度生まれの児童の一時的な保育需要

への対応が必要となります。 

 また、特に０歳児、１歳児は年度途中の入所希望により、年度末には保育需要が増加

する傾向にあるため、年度当初と年度末の利用者推計総数と確保提供総数を下記のと

おり設定します。 

【年度当初】 

区 分 

推 計 値（各年度４月１日時点） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

①利用者推計総数 

（量の見込み） 

570人 

(574人) 

551人 

(551人) 

539人 

(567人) 

527人 

 

511人 

 

 

2号認定 

321人 

(368人) 

311人 

(343人) 

303人 

(346人) 

319人 

 

335人 

 

3号認定(0歳) 

59人 

(23人) 

57人 

(24人) 

56人 

(23人) 

23人 

 

23人 

 

3号認定(1・2歳) 

190人 

(181人) 

183人 

(184人) 

180人 

(198人) 

185人 

 

153人 

 

②確保提供総数 

（定員数） 

540人 

(555人) 

540人 

（539人) 

540人 

（544人) 

600人 570人 

 

2号認定 

327人 

(364人) 

327人 

(343人) 

327人 

(337人) 

353人 335人 

3号認定(0歳) 

41人 

(21人) 

41人 

(22人) 

41人 

(22人) 

52人 53人 

3号認定(1・2歳) 

172人 

(170人) 

172人 

(174人) 

172人 

(185人) 

195人 182人 

差引（②－①） 

△30人 

(△17人) 

△11人 

(△12人) 

１人 

(△23人) 

60人 

 

59人 

 

 

2号認定 

６人 

(△4人) 

16人 

(0人) 

24人 

（△9人) 

34人 

 

0人 

 

3号認定(0歳) 

△18人 

（△2人) 

△16人 

(△2人) 

△15人 

（△1人) 

29人 

 

30人 

 

3号認定(1・2歳) 

△18人 

(△11人) 

△11人 

(△10人) 

△８人 

（△13人) 

10人 

 

29人 

 

※ 平成27～29年度の①利用者推計総数の（ ）書きは支給認定の実績値（育児休業明け待機を除き、 

 私的理由による待機の児童を含む） 

※ 平成27～29年度の②確保提供総数の（ ）書きは定員の弾力的運用等を行い、実際に入所した児数 
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【年度末】 

区 分 

推 計 値（各年度３月31日時点） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

①利用者推計総数 

（量の見込み） 

599人 599人 587人 567人 551人 

 2号認定 364人 342人 332人 320人 335人 

3号認定(0歳) 49人 65人 49人 52人 53人 

3号認定(1・2歳) 186人 192人 206人 195人 163人 

②確保提供総数 

（定員数） 

565人 554人 540人 600人 570人 

 2号認定 360人 342人 327人 353人 335人 

3号認定(0歳) 34人 35人 41人 52人 53人 

3号認定(1・2歳) 171人 177人 172人 195人 182人 

差引（②－①） △34人 △45人 △48人 33人 19人 

 2号認定 △4人 0人 △ 6人 33人 0人 

3号認定(0歳) △15人 △30人 △ 8人 0人 0人 

3号認定(1・2歳) △15人 △15人 △34人 0人 19人 

※ 平成27～28年度の①利用者推計総数は支給認定の実績値（育児休業明け待機を除き、私的理由に 

よる待機の児童を含む） 

※ 平成27～28年度の②確保提供総数は定員の弾力的運用等を行い、実際に入所した児童数 

 

【現状と今後の方向性】 

 現在、待機児童が発生している状況が数年継続していますが、今後の認可保育所を

希望する児童数は、平成27年度をピークに少子化の影響から減少すると見込まれ、公

立のひまわり保育所の定員増とも相まって、平成30年度には総定員数を下回ると予

想されてます。しかし、社会情勢の変化、女性就業率の上昇から３号認定の児童、特

に０・１歳児については保育需要の増加が見込まれます。平成30年度に開所するひま

わり保育所の定員増により待機児童は解消される見込みとなっていますが、今後の

動向を注意深く見守り、適切に対応することが必要です。年度別の事業計画について

は、「伊達市認可保育所等再編計画（改訂版）計画期間：平成27年度～平成31年度」

を作成し、実施していくこととなります。 

○ 待機児童解消に努める 

○ 伊達市認可保育所等再編計画（改訂版）にて年度別事業計画を策定する 

 

 

（３）認定こども園 

 幼稚園と認可保育所が併設され、地域における子育て支援機能を備えた施設で、平成

29年４月現在において、市内での設置はありません。 
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【現状と今後の方向性】 

  私立幼稚園のうち１園が平成30年度に幼稚園型認定こども園に移行する予定です。

また、その定員について、幼稚園部分はこれまでの215人から200人に減員するものの、

保育所部分は、現在、施設を利用している保護者からの聴き取りにより、保育が必要

と認められる15人程度の定員とする予定です。また、残る１園についても、今後、施

設給付型の幼稚園や認定こども園への移行を検討する予定していることから、事業

者の申請に基づき、関係機関等と協議・検討を行うこととします。 

○ 事業者の申請に基づき設置について協議・検討する 

 

５ 地域型保育給付（法定給付） 

（１）小規模保育事業 

 保育を目的とした小規模な施設で少人数を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもとき

め細かな保育を行う事業です。現在、市内に地域型保育給付を受けて小規模保育事業を

提供する事業者の要望はありません。今後、需要の状況に応じ事業者からの申請があっ

た場合、設置について検討します。 

○ 需要の状況に応じ、事業者の申請に基づき設置について検討する 

 

（２）家庭的保育事業 

 保育者の居宅などで家庭的な雰囲気のもと、少人数を対象にきめ細かな保育を行う

事業です。現在、市内に地域型保育給付を受けて家庭的保育事業を提供する事業者の要

望はありません。今後、需要の状況に応じ事業者からの申請があった場合、設置につい

て検討します。 

○ 需要の状況に応じ、事業者の申請に基づき設置について検討する 

区 分 

推 計 値（各年度４月１日時点） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

①利用者推計総数 

（量の見込み） 

－ － － 197人 205人 

 1号認定 － － － 183人 191人 

2号認定 － － － 14人 14人 

②確保提供総数 

（定員数） 

－ － － 215人 215人 

 1号認定 － － － 200人 200人 

2号認定 － － － 15人 15人 

差引（②－①） － － － 18人 10人 

 1号認定 － － － 17人 9人 

2号認定 － － － 1人 1人 
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（３）事業所内保育事業 

 会社の事業所の保育施設などで、従業員等の子どもと地域の子どもを一緒に保育を

行う事業です。現在、市内に地域型保育給付を受けて事業所内保育事業を提供する事業

者の要望はありません。今後、需要の状況に応じ事業者からの申請があった場合、設置

について検討します。 

・保育型（利用定員20人以上）  ・小規模型（利用定員19人以下） 

○ 需要の状況に応じ、事業者の申請に基づき設置について検討する 

 

（４）居宅訪問型保育事業 

 子どもの居宅で、障がい、疾病などで個別のケアが必要な場合等に１対１で保育を行

う事業です。現在、市内に地域型保育給付を受けて居宅訪問型保育事業を提供する事業

者の要望はありません。今後、需要の状況に応じ事業者からの申請があった場合、設置

について検討します。 

○ 需要の状況に応じ、事業者の申請に基づき設置について検討する 
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６ 地域子育て支援拠点事業 

（１）地域子育て支援拠点事業 

 乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報

の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

■子育て支援センター 

一般型  ３カ所 

区 分 

推 計 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

①利用者推計総数 

（量の見込み） 

3,151人 

（5,511人) 

3,033人 

（5,433人) 

5,299人 5,089人 4,930人 

②確保提供総数 

5,030人 

（5,030人) 

5,030人 

（5,030人) 

5,030人 5,030人 5,030人 

差引（②－①） 

1,879人 

（△481人) 

1,997人 

（△403人) 

△269人 △59人 100人 

※ 確保提供総数にカウントしているのはセンター施設の開放事業分となっている。また、同一世帯

が午前午後を通して利用した場合の人数としている。 

※ 平成27・28年度の（ ）書きは実績値 

※ ①利用者推計総数は午前のみ・午後のみ・午前午後を通して利用した者が混在している。 

 

【現状と今後の方向性】 

 市内の施設は、平成28年度に市直営施設２ヶ所を民間委託したことから、現在は民

間委託により３ヶ所で実施しています。平成27・28年度の実績を見ると利用者推計総

数が確保提供総数を超えていますが、午前のみ・午後のみ・午前午後通して利用した

者が混在しており、実際には更に利用者数は増加しても対応可能となっています。こ

のため、新規に開設する必要性はありませんが、今後については、保護者の育児スト

レスの解消や乳児虐待の未然防止、早期発見など新たなニーズにも柔軟に対応でき

るよう施設機能のより一層の充実をはかります。 

○ 市直営施設を民間事業者に委託し、施設機能のより一層の充実を図る 
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７ 訪問系事業 

（１）乳児家庭全戸訪問事業 

 生後４か月までの乳幼児のいる家庭を訪問し、乳児及びその保護者の心身の状況な

らびに養育環境の把握を行い、子育てに関する情報提供を行うとともに、支援が必要な

家庭に対して適切なサービスの提供に結び付ける事業です。 

区 分 

推 計 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

①利用者推計総数 

（量の見込み） 

１９３人 

(２２２人) 

１８５人 

(１９４人) 

１７２人 １７５人 １７１人 

②確保提供総数 

１９３人 

(２２２人) 

１８５人 

(１９４人) 

１７２人 １７５人 １７１人 

差引（②－①） 

０人 

（０人) 

０人 

（０人) 

０人 ０人 ０人 

※平成27・28年度の（ ）書きは実績値 

【現状と今後の方向性】 

 訪問は健康推進課職員（保健師）が実施しています。少子化、核家族化により孤立

し、祖父母や近隣住民からの援助もない中で子育てをしていく保護者が不安に陥ら

ないよう安心して子育てができるよう必要な助言を行うために、今後も乳児家庭全

戸訪問を実施していきます。 

○ 今後も乳児家庭全戸訪問を実施する 
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８ 通所系事業 

（１）子育て短期支援事業 

 児童を養育している保護者が、病気や出張などの「社会的理由」によって、家庭にお

いて養育を受けることが一時的に困難になった児童について、必要な保護を行う事業

です。 

区 分 

推 計 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

①利用者推計総数 

（量の見込み） 

１０人 

(０人) 

１０人 

(０人) 

１０人 ９人 ９人 

②確保提供総数 ７２６人 

(７２６人) 

７２６人 

(７２６人) 

７２６人 ７２６人 ７２６人 

差引（②－①） ７１６人 

(７２６人) 

７１６人 

(７２６人) 

７１６人 ７１７人 ７１７人 

※ 室蘭市に設置している児童養護施設（社会福祉法人）に委託し、年末年始の３日間を除き毎日実

施しており、室蘭市、登別市も同事業を委託しています。施設の空き状況にもよりますが、３市で

１日２名程度の受入が可能となっています。 

※ 平成27・28年度の（ ）書きは実績値 

【現状と今後の方向性】 

 ３市（伊達市、室蘭市、登別市）が室蘭市内にある「わかすぎ学園」に委託してい

ます。一時的に家庭内で養育できなくなった時に、原則７日間を限度として入所する

ことができます。 

 現在、委託先との契約内容で、ニーズに対する対応が可能であるため、引続き委託

により事業を継続していきます。 

○ 引き続き「わかすぎ学園」に委託し事業を継続する 

 

（２）一時預かり事業 

 幼稚園において、通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、保護者の要請に応

じて希望する児童を対象に実施する事業です。また、認可保育所に通所していない児童

の保護者の就労や、疾病・入院、災害・事故、育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消

のため、一時的に保育所などで保育を行う事業です。 
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区 分 

推 計 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

①利用者推計総数 

（量の見込み） 

6,037人 

(9,499人) 

5,835人 

（8,887人) 

8,902人 8,549人 8,282人 

②確保提供総数 

19,458人 

(19,458人) 

19,458人 

(19,458人) 

19,458人 19,458人 19,458人 

 私立幼稚園等 

18,000人 

(18,000人) 

18,000人 

(18,000人) 

18,000人 18,000人 18,000人 

 虹の橋保育園 

1,458人 

(1,458人) 

1,458人 

(1,458人) 

1,458人 1,458人 1,458人 

差引（②－①） 

13,421人 

(9,959人) 

13,623人 

(10,571人) 

10,556人 10,909人 11,176人 

 

【現状と今後の方向性】 

 現在、市内の私立幼稚園２園においては、通園児童を対象に保護者の要請を受け早

朝預かりや所定の教育終了後の預かり保育を実施しています。また、認可保育所に入

所していない児童を対象に、私立保育所１カ所で１日定員６名の一時預かり保育事

業も実施しています。 

 利用者総数が当初の推計よりも多いものの、確保提供総数は十分満たしているこ

とから、今後も引き続き一時預かり事業を継続していくとともに、認可保育所に入所

していない児童についても需要の状況を勘案しながら実施保育所の検討をしていき

ます。 

○ 幼稚園における一時預かり事業を継続する 

○ 認可保育所に入所していない児童の需要を勘案し実施保育所の検討をする 

 

（３）病児病後児保育事業 

 保育所や幼稚園等に通っている児童が病気又は病気回復期のため、集団生活が困難

な場合に一時的に預かる事業です。 

区 分 

推 計 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

①利用者推計総数 

（量の見込み） 

1,033人 

(371人) 

999人 

(246人) 

287人 278人 269人 

②確保提供総数 

（定員数） 

486人 

[729人] 

486人 

[729人] 

486人 

[729人] 

486人 

[729人] 

486人 

[729人]

差引（②－①） 

△547人 

[△304人] 

（115人) 

([358人]) 

△513人 

[△270人] 

（240人) 

([483人]) 

199人 

[442人] 

208人 

[451人] 

217人 

[460人]

※ 定員数は２人ですが３人まで最大受入可能なため[ ]内は３人で算定しています。 

※ 平成 27・28 年度の（ ）書きは実績値 

※ 平成 27・28 年度（ ）書きは実績値 
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【現状と今後の方向性】 

 現在、市内で病児保育事業を実施している事業者は、小児科に併設している施設１

カ所となっています。１日定員は２人（最大３人）となっているため、ニーズに基づ

く利用者推計総数を大幅に下回っている状況となっていますが、平成21年度から平

成25年度までの利用実績の平均は約250人となっています。また、平成27・28年度の

利用者総数においても確保提供総数は十分満たしています。インフルエンザやノロ

ウィルスによる急性胃腸炎など集団感染した時には対応は困難な状況ですが、平常

時は現状の定員で対応することは可能と思われます。しかし、病後児保育のニーズも

高いと推測されることから、今後の利用実績を注視しながら、必要性が高いと判断し

た時は、医療機関や保育実施事業者と開設に向けて検討します。 

○ 過去の利用実績から現状の定員数で対応可能と推測される 

○ 今後の利用実績や病後児保育等の要望状況を注視しながら、必要性が高い場

合は、開設に向け関係機関と検討する 

 

（４）延長保育事業 

 就労形態の多様化に伴う保育需要に対応するため、通常保育を延長した保育を行う

事業です。 

区 分 

推 計 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

①利用者推計総数 

（量の見込み） 

１３８人 

(８６人) 

１３４人 

(１１６人) 

１５５人 １４９人 １３１人 

②確保提供総数 

（定員数） 

２１０人 

(２１０人) 

２１０人 

(２１０人) 

３３０人 ３３０人 ３００人 

差引（②－①） 

７２人 

(２１０人) 

７６人 

(２０７人) 

１７５人 １８１人 １６９人 

※ 平成 27・28 年度の（ ）書きは実績値で、①利用者推計総数は１日平均利用人数   

 

【現状と今後の方向性】 

 平成29年４月現在、私立認可保育所４カ所において１時間延長保育を実施してい

ます。利用者推計総数が確保提供総数を下回っていることから、既存の保育施設でニ

ーズの確保は可能です。 

 しかし、利用希望は少ないものの７時以前からの利用や20時以降までの利用を希

望する世帯もあり、就労形態の多様化から時間外保育に対するニーズは高まること

が予想されますので、今後利用者のニーズを注視しながら２時間延長保育の実施に

ついて検討します。 

○ 既存の保育施設でニーズの確保が可能である 

○ ２時間延長保育の実施について利用者のニーズを注視しながら検討する 
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（５）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

 就労等により保護者が昼間家庭にいない小学校の児童を対象に、適切な遊び及び生

活の場を提供する事業です。 

区 分 

推 計 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

①利用者推計総数 

（量の見込み） 

４７１人 

(４０１人) 

４７０人 

(４２３人) 

４４９人 ４１８人 ３９４人 

 低学年 ３０４人 

(３４３人) 

３０４人 

(３３９人) 

３２８人 ３０２人 ２８６人 

 高学年 １６７人 

(５８人) 

１６６人 

(８４人) 

１２１人 １１６人 １０８人 

確保提供総数      

 ②定員数 ３７５人 ３７５人 ４１５人 ４１５人 ４１５人 

 ③利用可能数※ ４９７人 ４９７人 ５５５人 ５５５人 ５５５人 

差引 

②－① △９６人

(△２６人) 

△９５人 

(△４８人) 

△３４人 △３人 ２１人 

③－① ２６人 

(９６人) 

２７人 

(７４人) 

１０６人 １３７人 １６１人 

※ 利用可能数は、各児童クラブにおける生活スペースの面積を1.65㎡で除した整数値の合計である。 

※ 平成27・28年度の①利用者推計総数の（ ）書きは実績値 

 

【現状と今後の方向性】 

 計画策定時は、市内では８施設10クラブを定員240人（利用可能数410人）で実施し

ています。入所対象児童は、小学校３年生（小規模校は４年生）までとしていますが、

一部の放課後児童クラブでは待機が発生している状況となっています。平成27年度

からは小学校６年生までを入所対象児童とするため、今後は、定員の見直しや施設整

備を実施し、待機児童解消に向けての取組が必要になってきます。年度別の事業計画

については、「伊達市放課後児童クラブ再編計画 計画期間：平成27年度～平成31年

度」を作成し実施していくこととなります。 

○ 入所対象が小学校6年生まで拡大されることに伴う待機児童解消に努める 

○ 伊達市放課後児童クラブ再編計画にて年度別事業計画を策定する 

※ ほしのこ児童クラブは平成26年度に伊達西小学校近隣地に新築し、うめのこ児童クラブは民 

 間施設を借り上げ新たに２クラブ開設、また、第２うめのこ児童クラブを休止したため、平成 

27年度の定員は375人になります。 

※ 平成29年度に定員40人の第３やまびこ児童クラブを開設したことから、平成29年度の定員は 

415人になります。 
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９ その他事業 

（１）ファミリー・サポート・センター事業 

 育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員となって一時的、臨時的に有償で

子どもを自宅で預かる相互援助活動組織で、依頼会員はおおむね小学校６年生までの

子どもを持つ保護者です。 

○ 現在、市内にはファミリー・サポート・センターの組織はありません 

○ 他市での実施状況を調査し、市内のニーズを注視しながら、必要が生じたとき

はファミリー・サポート・センターの組織化を検討する 

  


